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現在の原子力防災の問題点 

• 原発事故の際の緊急時対応計画（避難計画
等）の実効性を審査する機関がない 

• 避難の線量基準が極めて高い 
–被ばくすることが前提の防災計画に 

• 避難計画の策定範囲が狭い。放射性物質の
拡散シミュレーションなどに基づいていない 

• PPA（プルーム通過時の被ばくを避けるため
の防護措置を実施する地域）の範囲や防護
指針が決まっていない。 
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原子力災害対策指針の問題点 

• 狭すぎるUPZ（30km）の設定 

• 高すぎるOIL1（500μSv／時）、OIL2（20μSv／時）の設定 

• 遅すぎる避難の開始 
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被ばくリスクの過小評価 

避難を最小限に抑える 

SPEEDIは使わない 

モニタリングで判断 



福島原発事故の教訓 

• 複合災害…地震・津波・原発事故 

• 広範囲にわたった放射能汚染～30km以遠の飯館
村にも避難指示、60kmはなれた福島市も20μSv／
時超を計測 

• SPEEDIが活用されず、汚染の方向に避難も 

• 避難指示の遅れ 

• 困難をきわめた要援護者の 
避難…多くの死者も 
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Attachment B-2: Animation of 131I dispersion in atmosphere 

© United Nations, July 2014. All rights reserved, worldwide.  

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

I- 

Attachment for UNSCEAR 2013 Report Vol. I 



地元同意について 

• 少なくとも避難計画の立案が求められる
30km圏内の自治体は必要 

• 高浜原発の場合…琵琶湖の汚染リスクを考

慮し、琵琶湖を水源とする広い地域を影響地
域とみるべき 

• 公開の場での討論会などの公論形成、住民
への説明および意見聴取は不可欠 



川内原発の場合の“地元同意”は… 

• 世論調査で６割は再稼動反対 

• 立地自治体（薩摩川内市）の市長・市議会、
および鹿児島県の県議会・県知事のみの判
断 

• 隣接する市では、再稼動反対の決議も 

• 多くの市民は「公聴会」「討論会」を望むが、
実現せず 

• 県内５箇所で、「審査書」の説明会を実施 
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出典：川内再稼働反対５９％ 南日本新聞原発世論調査

賛成減り３６％ 南日本新聞 2014年5月5日付記事
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立地自治体以外は何もいえない？ 

 

50km

グリーンピース・ジャパンHP上の図を一部改変
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高浜原発の場合 

高浜町では「審査書」の説明会も実施せず 

…ビデオを放映 

 ↑ 

「混乱を避けるため」 

 

福井県でも説明会を 

実施せず 



 



高浜原発の距離別、人口別グラフ 

「平成17年度国際調査に関する地域メッシュ統計」より、グリーン・アクション作成 



自治体議員へのアンケート 
アンケート対象：高浜原発から概ね３０km圏内の京都府７市町・滋賀県２市

の議員１８０名京都府７市町：舞鶴市・綾部市・宮津市・南丹市・福知山市・
京丹波町・伊根町滋賀県２市：高島市・長浜市 
回答率：５４％（９７名） 
アンケート実施期間：２０１５年１月１６日～２月２５日 
アンケート実施主体：若狭の原発周辺住民ネットワーク 
京都・滋賀の連絡先団体：グリーン・アクション 



 



 

出典：「原子力災害に関する広域
避難ガイドライン」平成26年3月 
関西広域連合 



 

2013年4月26日神戸新聞 
グリーン・アクション提供 



高浜原発の避難計画の問題点 
1. 避難先の自治体においても高い放射線量にさらされる場合

もありえること 

2. 放射性物質の拡散シミュレーションが完全には公開されて
いないこと 

3. 大地震・津波、大雪、豪雨、台風などの複合災害を考慮に
入れていないこと 

4. 積雪時の避難が困難を極めること 

5. 輸送用のバスが確保できていないこと 

6. 要援護者の避難が非現実的であること 

7. スクリーニングの場所・方法が不明であること 

8. 少なからぬ避難先が土砂災害危険地域等に位置し、複合
災害に対応できない上、法令上も問題があること 

9. 長期の避難、帰還することが困難な状況などが考慮されて
いないこと 



求められる「公論形成」 


